
はしがき

近年、ハラスメントに対する社会の目は厳しさを増し、ハラスメン

トの予防措置はもちろん、ハラスメント問題が発生した際の企業の対

応にもより一層の注意を払う必要があります。

企業の規模を問わず、バワハラの防止措置が義務化されてから 3 年

以上が経過し、相談窓口の設置は進んだものの、担当者を決めただけ

で放置されている例も多く見受けられます。「実際に相談があった際、

う対応すべきか不安がある」「間違った対応をしてかえって問題を

悪化させてしまうのではないか」といった悩みを抱える担当者も多い

のではないかと思います。

本書は、そのような現場の担当者の悩みに応えることを目的として

います。ハラスメントが発生した場合、担当者は、問題解決にあたっ

て、ハラスメントを含めた労務管理に関する専門知識、関係者のプラ

イバシー等への配慮や柔軟な対応が求められます。しかし、その重責

を担う担当者へのフォローが不足していることも多いのが現状です。

そのため、本書は、相談窓口の担当者やハラスメント対応にあたる担

当者が、さまざまな場面において、具体的にどのようなポイントに留

意しながら進めればよいのかを中心に解説しています。

本書では、まず、第 1 部においてハラスメントに関する基礎的知識

を確認し、第 2 部においてハラスメントが発生した場合の対応として、

発覚した経緯から調査、処分、措置、再発防止策等の、解決への道の

りを時系列に沿って具体的に解説していきます。

ハラスメント対策は、コンプライアンス遵守に留まらず、従業員が

安心して働くための健全な職場環境を整備する基盤となるものです。



本書が、ハラスメント問題に対応する担当者の支えとなり、より魅

力ある企業への成長の一助となれば幸いです。

なお、本書は、筆者の個人的な見解を示したものであり、筆者が所

属する多湖・岩田・田村法律事務所としての見解ではないことをお断

りさせていただきます。

最後に、本書を編集し、書籍の形になるまで丁寧にサポートしてく

ださった日本法令の志村圭ー氏に心より感謝申し上げます。

2025年 9 月

多湖・岩田・田村法律事務所弁護士古田裕子

•お買い上げ特典として、 に掲載されている〈書式・文例〉の

word ファイルを当社ホームページにて、ダウンロードすることが

できます。

・ご利用方法の詳細は巻末に記載しておりますので、ご確認のうえご

利用ください。
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凡例

本書においては、次の略語を用いています。

1 法令等

労働施策総合推進法
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安

定及び職業生活の充実等に関する法律

男女雇用機会均等法
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の

確保等に関する法律

育児介護休業法
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労

働者の福祉に関する法律

個人情報保護法 個人情報の保護に関する法律

フリーランス・事業 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法

者間取引適正化等法 律

2 判例

最（一～三）小判（決） 最高裁判所（第一～三）小法廷判決（決定）

高判（決） 高等裁判所判決（決定）

地判（決） 地方裁判所判決（決定）

支判（決） 地方裁判所（～）支部判決（決定）

3 判例集

民集 最高裁判所民事判例集 労判 労働判例

判時 判例時報 労経速 労働経済判例速報

判夕 判例タイムズ
LEX/DB 

LEX DB インターネット

Westlaw ウエストロー・ジャパン (TKC ローライプラリー）
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4 行政通達

基発 都道府県労働（基準）局長あて厚生労働省労働基準局長通達

雇均発 都道府県労働局長あて厚生労働省雇用環境・均等局通知

雇児発 都道府県労働局長あて厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知

基補発
都道府県労働局労働基準部長あて厚生労働省労働基準局補個課
長通知

労災発
都道府県労働局長あて厚生労働省大臣官房審議官（労災、建設・

自動車運送分野担当）通知

5 職場におけるハラスメントに関する指針等

事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に

パワハラ指針 起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等につい
ての指針（令和 2 年厚生労働省告示第 5

事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関し

セクハラ指針 て雇用管理上講ずべき措置等についての指針（平成18年
厚生労働省告示第615号）

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び

パワハラ通達 職業生活の充実等に関する法律第 8 章の規定等の運用に

ついて（令和 2 年 2 月 10日雇均発0210第 1 号）

改正雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確

セクハラ通達 保等に関する法律の施行について（平成18年10月 11 日

雇児発第1011002号）
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第 1章総 論

第 1 部では、ハラスメントの定義、ハラスメントに関する法規制、

ハラスメントの典型的な類型などの、基礎的な知識を整理します。こ

れらの基礎的な知識が、第 2 部以降の流れを理解するにあたっての前

提となります。

ハラスメントの基礎的な内容をすでに理解している場合、第 1 部を

とばして、第 2 部からお読みください。

""»ハラスメントとは
ハラスメントには、さまざまな種類があり、法規制の対象となって

いる代表的なものとしては、職場におけるパワーハラスメント、セク

シュアルハラスメント、妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関する

ハラスメントがあります。もともとは職場で発生する従業員に対する

ハラスメントヘの対策が義務とされていましたが、近時、従業員だけ

ではなく、フリーランスヘのハラスメントの対策が義務づけられたほ

か（フリーランス・事業者間取引適正化等法14条）、カスタマーハラ

スメントや就活セクハラの対策の義務づけも予定されており（労働施

策総合推進法、男女雇用機会均等法の改正。令和 7 年 6 月 11 日公布）、

対策が求められる範囲が拡大する傾向にあります。

また、ハラスメントと呼ばれている言動には、さまざまな種類があ

り、例えば、スメルハラスメント、 SOGI ハラスメントが話題となっ

たり、近年の働き方を捉えて、リモートハラスメント、ホワイトハラ

スメントなどの新たな用語も増えています。
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第 1 部 ハラスメントの基礎的知識

本書では、労働法分野におけるハラスメントの中心かつ基本的な類

型である、職場におけるパワーハラスメント（以下、「パワハラ」と

いいます）と職場におけるセクシュアルハラスメント（就活セクハラ

は含まず、以下、「セクハラ」といいます）を取り扱います。以下、

パワハラとセクハラを区別せず、両方の概念を指して、「ハラスメント」

と呼びます。

芸—·汀'.l＼ラスメントに関する法規制

パワハラおよびセクハラに関する法規制等については、次のように

整理されます。

~ 
労働施策総合推進法
30条の 2 第 1 項・ 2 項

I パワハラ指針 I
市業主が堕場における優越的な関係を背
景とした言動に起因する問題に関して屈
用壱理上潟ずべき措置等についての指針
（令~o 2 年厚生労働台告示第 5 号）

I パワハラ通達 I
労勁施策の総合的な推進並びに労働者の問
用の安定及び戟業生活の充実等に関する法
律第 8 :f;Iの規定等の迎用について
（令和 2 年 2 月 10日屈均発0210第 1 号）

ここ］

□王〕

口

~ 
男女雇用機会均等法
11 条 1 項・ 2 項 •3 項

I セクハラ指針 l
事業主が睫場における性的な言動に起因
する問印に関して罪用管理上講ずべき措
置等についての指針
（平成18年厚生労働省告示第615号）

I セクハラ通達 I
改正屁用の分野における男女の均等な機会
及び待遇の確保等に間する法律の施行につ
いて

（平成 18年 10月 11 日屈児発第1011002号）

パワハラもセクハラも、法律レベルでは、事業主に、①雇用管理上

必要な措置を講ずることが義務づけられており、また、②ハラスメン

トについて相談したり、相談への対応に協力したりした従業員の不利

益取扱いが禁じられています。この具体的な内容については、それぞ
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れパワハラ指針・セクハラ指針において定められています（後述 P.4 1

第 5 節）。

パワハラ セクハラ

法律
労働施策総合推進法30条の 2 第 1 男女雇用機会均等法1 1 条 1 項・ 2

項・ 2 項 項 •3 項
ｷｷ ｷ • ｷ ｷ ｷ ｷ ~ - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 呻 - - - - ・・ ~ 響· 疇 .. • • •『 .. 疇· •~ • - - - - - - - - “· - ·~ ｷ'ｷ ~“'·~ - ·~ • ｷ'-- • ·ー・·ｷ ---ｷ --ｷ -----------̀ ---• • • • • • • • • --

① 事業主は、職場において行わ ① 事業主は、職場において行わ

れる倭越的な関係を背泉とした れる性的な言動に対するその雇

言動であって、業務上必要かつ 用する労働者の対応によリ当該

相当な範囲を超えたものにより 労働者がその労働条件につき不

その雇用する労働者の就業環境 利益を受け、または当該性的な

が害されることのないよう、当 言動により当該労働者の就業環

該労働者からの相談に応じ、適 境が害されることのないよう、当

切に対応するために必要な体制 該労働者からの相談に応じ、適

の整備その他の雇用管理上必要 切に対応するために必要な体制

な措置を講じなければならない。 の整備その他の雇用管理上必要

な措置を講じなければならない。

② 事業主は、労働者が前項の相 ② 事業主は、労働者が前項の相

談を行ったことまたは事業主に 談を行ったことまたは事業主に

よる当該相談への対応に協力し よる当該相談への対応に協力し

た際に事実を述べたことを理由 た際に事実を述べたことを理由

として、当該労働者に対して解 として、当該労働者に対して解

雇その他不利益な取扱いをして 雇その他不利益な取扱いをして

はならない。 はならない。

③ 事業主は、他の事業主から当

該事業主の講ずる第 1 項の措置

の実施に関し必要な協力を求め

られた場合には、これに応ずる

ように努めなければならない。
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＂可9 パワハラとは
田 パワハラの定義および要素

パワハラとは、「職場において行われる優越的な関係を背景とした

言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇

用する労働者の就業環境が害されること」 1 と定義されています。

次の 3 つが要素となり、「職場」における言動のうち、①～③のす

べての要素を満たすものがパワハラに該当します。

〈パワハラの要素〉

① 優越的な関係を背景とした言動

② 業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの

③ （それにより）労働者の就業環境が害されること

(1) 前提：「職場」とは

「職場」とは、事業主が雇用する労働者が業務を遂行する場所を指し、

当該労働者が通常就業している場所以外の場所であっても、当該労働

者が業務を遂行する場所については、「職場」に含まれます（パワハ

ラ指針）。

具体的には、出張先、業務で使用する車中および取引先との打合せ

の場所等も含まれ、勤務時間外の「懇親の場」、社員寮や通勤中等であっ

ても実質上職務の延長と考えられるものは職場に該当します（職務と

の関連性、参加者、参加や対応が強制的か任意か等を考慮して個別に

判断されます） （パワハラ通達）。

1 労慟施策総合推進法30条の 2 第 1 項
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(2) ①「擾越的な関係を背景とした」言動とは

①「優越的な関係を背景とした」言動とは、当該事業主の業務を遂

行するにあたって、当該言動を受ける労働者が当該言動の行為者とさ

れる者に対して抵抗または拒絶することができない蓋然性が高い関係

を背景として行われるものを指します（パワハラ指針）。

〈パワハラ指針における①「優越的な関係を背景とした言動」に含まれる例〉

・職務上の地位が上位の者による言動

・同僚または部下による言動で、当該言動を行う者が業務上必要な知

識や豊冨な経験を有しておリ、当該者の協力を得なければ業務の円

滑な遂行を行うことが困難であるもの

・同僚または部下からの集団による行為で、これに抵抗または拒絶す

ることが困難であるもの

(3) ②「業務上必要かつ相当な範囲を超えた」言動とは

②「業務上必要かつ相当な範囲を超えた」言動とは、社会通念に照

らし、当該言動が明らかに当該事業主の業務上必要性がない、または

その態様が相当でないものを指します（パワハラ指針）。なお、客観

的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指

導は、パワハラには該当しないことに留意すべきです。

②の判断にあたっては、「様々な要素（当該言動の目的、当該言動

を受けた労働者の問題行動の有無や内容・程度を含む当該言動が行わ

れた経緯や状況、業種・業態、業務の内容・性質、当該言動の態様・

頻度・継続性、労働者の属性や心身の状況、行為者との関係性等）」

を総合的に考慮することが適当とされています（バワハラ指針）。

この要素のうち、「属性」について、パワハラ通達では、労働者の

経験年数や年齢、障害がある、外国人である等が含まれ得るとされて

います。
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また、「心身の状況」には、精神的または身体的な状況や疾患の有

無等が含まれる可能性があります。メンタル不調の従業員に対して、

厳しく叱責した場合、（メンタルに問題を抱えていない従業員と比べ

ると）与える影薔は大きくなり得ます。

従業員のミスなどの問題行動について指導をすることは必要であ

り、それが不注意に基づくもの、繰り返されているもの、生命にかか

わるような重大なものである場合は、厳しい指導になることも理解で

きます。反対に、軽微なミスであり、繰り返されているものでもな

く、影響も小さいものであれば、厳しい指導は過剰と判断されやすく

なります。パワハラ指針においても、「個別の事案における労働者の

行動が問題となる場合は、その内容・程度とそれに対する指導の態様

等の相対的な関係性が重要な要素となることについても留意が必要で

ある。」とされています。

〈パワハラ指針における②「業務上必要かつ相当な範囲を超えた」

動に含まれる例〉

・業務上明らかに必要性のない言動

・業務の目的を大きく逸脱した言動

・業務を遂行するための手段として不適当な言動

・当該行為の回数行為者の数等、その態様や手段が社会通念に照ら

して許容される範囲を超える言動

(4) ③「労働者の就業環境が害される」とは

「労働者の就業環境が害される」とは、当該言動により労働者が身

体的または精神的に苦痛を与えられ、労働者の就業環境が不快なもの

となったため、能力の発揮に重大な悪影響が生じる等当該労働者が就

業する上で看過できない程度の支障が生じることを指します（パワハ

ラ指針）。そしてこの判断については、「平均的な労働者の感じ方」（同
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様の状況で当該言動を受けた場合に、社会一般の労働者が、就業する

上で看過できない程度の支障が生じたと感じるような言動であるかど

うか）が基準となります。

なお、平均的な労働者とはいっても、例えば、被害者がメンタル不

調のときに行われた言動などについては、被害者の状況を考慮してパ

ワハラに該当するかが検討されるなど、被害者の身体や精神の状況も

考慮されます。

また、被害者が言動の直接の対象でない場合にもパワハラに該当す

ることがあることにも留意が必要です。例えば、被害者の部下が上司

から叱責された場合、被害者が自分に対するものとして受け止め、責

任を感じることも自然な姿であると2指摘されています。また、他の

従業員がパワハラを受けているのを見聞きしており、今後、自分にも

同じような対応があり得る状況に置かれている場合、見聞きしている

だけでも精神的なダメージを受けることがありますも

パワハラ通達においても、一見、特定の労働者に対する言動に見え

ても、周囲の労働者に対しても威圧するために見せしめとして行われ

ていると客観的に認められるような場合には、周囲の労働者に対する

パワハラと評価できる場合もあるとされています。

② パワハラの類型

パワハラにはさまざまなものがありますが、典型的にパワハラに該

当するものとして、パワハラ指針において 6 類型に分類されています。

ただし、すべてを網羅したものではなく、この分類に該当しなくても

パワハラに該当することはあります。

2 名古屋高判平成22年 5 月 21 日 労判1013号102頁

3 東京高判平成29年10月 18日 労判1179号47頁
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類型 該当すると考えられる例 該当しないと考えられる例

身体的な攻撃 ① 殴打、足蹴りを行うこと。 ① 誤ってぶつかること。

（藤行・傷害） ② 相手に物を投げつけるこ

と。

精神的な攻撃 ① 人格を否定するような言 ① 遅刻など社会的ルールを

（吾迫・名音 動を行うこと。相手の性的 欠いた言動が見られ、再三

棄損・｛毎辱． 指向・性自認に関する侮辱 注意してもそれが改善され

ひどい暴言） 的な言動を行うことを含む。 ない労働者に対して一定程

② 業務の遂行に関する必要 度強く注意をすること。

以上に長時間にわたる厳し ② その企業の業務の内容や

い叱責を繰り返し行うこと。 性質等に照らして重大な問

③ 他の労働者の面前におけ 題行動を行った労働者に対

る大声での威圧的な叱責を して、一定程度強く注意を

繰り返し行うこと。 すること。

④ 相手の能力を否定し、罵

倒するような内容の篭子

メール等を当該相手を含む

複数の労働者宛てに送信す

ること。

人間関係から ① 自身の意に沿わない労働 ① 新規に採用した労働者を

の切り離し 者に対して、仕事を外し、 育成するために短期間集中

（隔離・仲間 長期間にわたり、別室に隔 的に別室で研修等の教育を

外し・無視） 離したり、自宅研修させた 実施すること。

りすること。 ② 懲戒規定に基づき処分を

② 一人の労働者に対して同 受けた労働者に対し、通常

僚が集団で無視をし、職場 の業務に復帰させるために、

で孤立させること。 その前に、一時的に別室で

必要な研修を受けさせるこ

と。

過大な要求 ①長期間にわたる、阿体的 ① 労働者を育成するために

（業務上明ら 苦痛を伴う過酷な環境下で 現状よリも少し高いレベル

かに不要なこ の勤務に直接関係のない作 の業務を任せること。

とや遂行不可 業を命ずること。 ② 業務の繁忙期に、業務上

能なことの強 ② 新卒採用者に対し、必要 の必要性から、当該業務の

制・仕事の妨 な教育を行わないまま到底 担当者に適常時よりも一定

害） 対応できないレベルの業績 程度多い業務の処理を任せ
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目標を課し、達成できなかっ ること。

たことに対し厳しく叱責す

ること。

③ 労働者に業務とは関係の

ない私的な雑用の処理を強

制的に行わせること。

過小な要求 ① 管理職である労働者を退 ① 労働者の能力に応じて、

（業務上の合 職させるため、誰でも遂行 一定程度業務内容や業務量

理性なく能力 可能な業務を行わせること。 を軽減すること。

や経験とかけ ② 気にいらない労働者に対

離れた程度の して嫌がらせのために仕事

低い仕事を命 を与えないこと。

じることや仕

事を与えない

こと）

個の慢害 ① 労働者を職場外でも継続 ① 労働者への配慮を目的と

（私的なこと 的に監視したり、私物の写 して、労働者の家族の状況

に過度に立ち 真撮影をしたりすること。 等についてヒアリングを行

入ること） ② 労働者の性的指向・性自 うこと。

認や病歴、不妊治療等の機 ② 労働者の了解を得て、当

微な個人情報について、当 該労働者の性的指向・性自

該労働者の了解を得ずに他 認や病歴、不妊治療等の機

の労働者に暴露すること。 微な個人情報について、必

要な範囲で人事労務部門の

担当者に伝達し、配慮を促

すこと。

（プライバシー保護の観点か

ら、機微な個人＇情報を展露

することのないよう、労働

者に周知・啓発する等の措

置を講じることが必要であ

る）
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